
○各理事・副学長の指示の下，各部局等の内部統制システムの整備・運用の推進（７条）

○内部統制システムの整備・運用に関して総理（４条）
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（国立大学鳥取大学業務方法書より）

鳥取大学内部統制規則に規定

（目 的）

○所掌業務に関する内部統制システムの整備・運用の推進，継続的な見直し（６条１項）

（１条）

モニタリング

理事・副学長

○内部統制システムの整備・運用に関する業務の統括（５条１項）

理事（総務担当）

状況報告（５条２項）
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（R2.3.10改訂）
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